
所得控除の種類と控除額
ご承知のように、申告は所得について自分自身が正しく計算して提出することになっています。申告時の
所得控除の種類と控除額についてご案内します。

町県民税

３３０，０００円

３３０，０００円

５６０，０００円

３８０，０００円

６１０，０００円

３３０，０００円

５６０，０００円

４５０，０００円

６８０，０００円

４５０，０００円

３８０，０００円

６１０，０００円

６８０，０００円

２６０，０００円

３００，０００円

３００，０００円

２６０，０００円

所 得 税 と 同 じ

所 得 税 と 同 じ

所 得 税 と 同 じ

所 得 税 と 同 じ

掛金が１５，０００円までは全額
掛金が１５，０００円を超え４０，０００円までの場合
支払保険料×１／２＋７，５００円

掛金が４０，０００円を超え７０，０００円までの場合
支払保険料×１／４＋１７，５００円

７０，０００円を超える場合一律に３５，０００円

（長期）支払保険料が５，０００円を超える場合はその
支払保険料×１／２＋２，５００円

（最高限度額１０，０００円）
（短期）支払保険料が１，０００円を超える場合はその

支払保険料×１／２＋５００円
（最高限度額２，０００円）

＊最高限度額１０，０００円（長、短期併せて）

所 得 税 と 同 じ

所得 １，２５０，０００円以下

所 得 税 と 同 じ

各 種 控 除

基 礎 控 除

一般の控除対象配偶者

同居特別障害者である配偶者

老人控除対象配偶者

同居特別障害者である老人配偶者

一般の扶養親族

同居特別障害者である扶養親族

特定扶養親族

同居特別障害者である特定扶養親族

同居老親等

同居老親等以外の者

同居特別障害者である老人扶養親族

同居特別障害者である同居老親等

一般の障害者

特別障害者

特 別 寡 婦 控 除

寡 婦 ・ 寡 夫 ・ 勤 労 学 生 控 除

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

社 会 保 険 料 控 除

小規模企業共済等掛金控除

生 命 保 険 料 控 除
＋

個 人 年 金 保 険 料 控 除

損 害 保 険 料 控 除

専 従 者 控 除

障害、寡婦、寡夫、未成年の
非 課 税 範 囲
勤労学生控除の対象となる
者 の 範 囲

老人扶養親族

｛（損害金額－保険金等で補てんされる額）－（所
得金額の合計額×１０％）｝と｛（差引損失額のうち
災害関連支出金額）－５万円｝とのいずれか多い
方の金額

（支払った医療費の額－保険金等で補てんされる
額）－（１０万円と「所得金額の合計額の５％」と
のいずれか少ない方の金額）

（最高限度額２００万円）

支 払 っ た 保 険 料
支払った第１種共済掛金と心身障害者扶養共済掛
金との合計額

２５，０００円までは支払った保険料全額
２５，０００円を超え５０，０００円までの場合

支払保険料×１／２＋１２，５００円
５０，０００円を超え１００，０００円までの場合

支払保険料×１／４＋２５，０００円
１００，０００円を超える場合一律に５０，０００円

（長期）支払保険料が１０，０００円を超える場合はその
支払保険料×１／２＋５，０００円

（最高限度額１５，０００円）
（短期）支払保険料が２，０００円を超える場合はその

支払保険料×１／２＋１，０００円
（最高限度額３，０００円）

＊最高限度額１５，０００円（長、短期併せて）
白 色

配偶者 ８６０，０００円
配偶者以外の者 ５００，０００円

な し

所得 ６５０，０００円以下

配偶者控除

扶 養 控 除

障害者控除

所得税

３８０，０００円

３８０，０００円

７３０，０００円

４８０，０００円

８３０，０００円

３８０，０００円

７３０，０００円

６３０，０００円

９８０，０００円

５８０，０００円

４８０，０００円

８３０，０００円

９３０，０００円

２７０，０００円

４００，０００円

３５０，０００円

２７０，０００円
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